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     第１章 総   則 

   （目 的） 

第１条 本学は、建学の精神である「敬天愛人」の理念に則り、一人一人の学生の尊厳を

重んじ、可能性を引き出す教育を行うとともに、教育内容として“子ども”の発達の連続性

及び教育と保育の関連性を重視した“子どもに関する総合的な学び”を標榜し、「敬天愛

人」を自ら実践し得る、地域の初等教育・保育への使命感と奉仕の精神をもった人材の

育成を目的とする。 

  （名称及び保育士養成施設の位置） 

第２条 本学は、千葉敬愛短期大学と称する。 

２ 本学は、千葉県佐倉市山王１丁目９番地に置く。 

  （目的達成と評価） 

第３条 本学は教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育研究

活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令第４０条で定 

める期間ごとに、文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関による評価を受け 

るものとする。 

３ 前項の点検及び評価を行う項目とその実施体制については別に定める。 

  （教育内容等の改善） 

第４条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための委員会を設け、研修及び研 

 究を実施する。 

２ 前項の委員会については、別に定める。 

 

     第２章 学科・学生定員及び修業年限 

   （学科・学生定員） 

第５条 本学において設置する学科及び学生定員は次のとおりとする。 

 

初等教育科 

 
  入学定員       １５０名 

  収容定員       ３００名 
   

第６条 本学の修業年限は２年とする。 

２ 学生は４年を超えて在籍することはできない。 
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  第３章 学年・学期及び休業日 

   （学 年） 

第７条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日終る。 

   （学 期） 

第８条 学年を分けて、次の２期とする。 

 一 前期   ４月１日から９月３０日まで 

 二 後期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

    （休業日） 

第９条 休業日を、次のとおりとする。 

 一 国民の祝日に関する法律に規定する休日                                 

 二 日 曜 日              

 三 本学創立記念日   ５月４日 

 四 春季休業                     ３月２４日から３月３１日まで 

 五 敬愛の日                     ６月３日 

 六 夏季休業                     ８月１日から９月１０日まで 

 七 冬季休業                    １２月２３日から翌年１月７日まで 

２ 必要ある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することがある。 

３ 第 1 項に定める以外に、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

４ 第 1 項に定める春季休業、夏季休業、冬季休業の期間に保育実習を実施するこ 

とがある。 

  （授業期間） 

第１０条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則

とする。 

 

     第４章 入学・再入学・休学・転学・退学・除籍 

   （入学の時期） 

第１１条 入学は毎学年度の始めに行なう。 

  （入学資格） 

第１２条 本学に入学できる者は、次の各号の１に該当する者とする。 

 一 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による１２年の学校教育を修了し

た者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大

臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 
 二 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者。 
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 三 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者。 
 四 専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。 
 五 文部科学大臣の指定した者。 
 六 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大

学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。） 
 七 学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させ

る大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者。 
 八 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で、十八歳に達した者。 

  （入学の出願） 

第１３条 入学志願者は、本学指定の書類を提出しなければならない。 

２ 提出の時期、方法、提出すべき書類については、別に定める。 

  （入学者の選考） 

第１４条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。 

  （入学手続き及び入学許可） 

第１５条 前条の選考により合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓約書その 

他本学所定の書類を提出するとともに、第 35 条別表 4 に定める入学金を納入しなけれ

ばならない。 

2 学長は前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

  （再入学） 

第１６条 本学を退学した者または除籍となった者が再入学を願い出た場合、欠員のある

時に限り教授会の議を経て学長が許可する。 

２ 再入学に関して必要な事項は別に定める。 

  （休 学） 

第１７条 病気その他の事由により６ケ月以上学習を中止しようとするときは、休学を願 

い出ることができる。 

２ 前項の休学願いについては、病気の場合は原則として本学学校医又は保健所長その

他の医師の診断書を添え、その他の場合は詳細なる事由書を添えて提出し、教授会の

議を経て学長が決定する。 

 （復 学） 

第１８条 前条により休学の許可を受けた者が、その事由の止んだときは、復学することが

できる。 

２ 休学者は学年の始めでなければ復学することができない。 
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  （休学の期間） 

第１９条 休学期間は通算して２年を超えることができない。 

２ 休学期間は第６条第２項の在学年限に算入しない。 

  （転 学） 

第２０条 他の短期大学に転学しようとする者は、その旨を願い出、教授会の議を経て学長

が決定する。 

２ 本学に転学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経て相当年次に入学

を許可することがある。 

  （退 学） 

第２１条 退学しようとする者は、その旨を願い出、教授会の議を経て学長の許可を受けな

ければならない。 

２ 但し、疾病のため退学しようとする者は、第１７条第２項の医師の診断書を添付しなけれ

ばならない。 

  （除 籍） 

第２２条 次の各号の１に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 

 一 第６条第２項に定める在学年限を超えた者 

 二 第１９条第１項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

 三 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 四 長期にわたり行方不明の者 

 

     第５章 卒業および学位の授与 

   （卒 業） 

第２３条 本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、第３０条別表１に定める教育

課程から６４単位を修得しなければならない。 

２ 前項に規定する所要の総単位を修得した者は、教授会の議を経て学長が卒業を認定

する。 

  （学位の授与）  

第２４条 前条の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期 

大学士の学位を授与する。 

  （資格の取得） 

第２５条 本学において取得することができる免許状及び資格の種類は次のとおりとする。 

  初等教育科 

    小学校教諭二種免許伏 

    幼稚園教諭二種免許状 



      保育士資格（１５０名） 

    学校図書館司書教諭資格 

２ 前項により取得することができる保育士資格は、第 30 条別表 2 に定める必要単位を修

得するものとする。 

３ 第１項により取得することのできる学校図書館司書教諭資格は、第 30 条別表３に定める

必要単位を修得し、かつ、小学校教諭二種免許状を取得した者に対し申請後、修了証

書が交付される。 

  （他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第２６条 本学は教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修

した授業科目について修得した単位は３０単位を超えない範囲で本学における授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。 

  （短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第２７条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修その他文部大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履

修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において修得

したものとみなす単位数とあわせて３０単位を超えないものとする。 

  （入学前の既修得単位の認定） 

第２８条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学に

おいて履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の

履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履

修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を

除き、本学において修得した単位以外のものについては、第２６条第１項及び前条第１

項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものと

する。この場合において、第２６条第２項により本学において修得したものとみなす単位

数と合わせるときは、４５単位を超えないものとする。 

  （長期にわたる教育課程の履修） 

第２９条 本学は、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期

間にわたり計画的に教育課程を履修（以下「長期履修学生」という。）し卒業することを希

望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 

２ 長期履修学生の修業年限、授業料等の必要な事項は別に定める。 
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     第６章 教 育 課 程 

   （教育課程及び授業料目） 

第３０条  教育課程及び授業科目の種類、単位数は、別表１、別表２、別表３のとおりとす

る。 

  （単位の授与） 

第３１条 １科目に対する課程を修了した学生には、単位を与える。 

２ 単位の修得又は学科目の修了は、試験によりこれを認定する。 

３ 試験の方法については、別にこれを定める。 

  （単位の計算方法） 

第３２条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容

をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時

間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

 一 講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業科目

については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

 二 演習については、３０時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業科目

については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

 三 実験・実習及び実技については、４５時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に

定める授業科目については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

 四 １の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用

により行う場合については、その組み合わせに応じ、前項に規定する基準を考慮して、

本学が定める時間の授業をもって１単位とする。 

  （成績の評価基準） 

第 33 条 試験等による成績の評価は、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 5 段階とし、Ｄを不合格とする。 

２ 成績と評価基準は、次のとおりとする。 

 

成    績 評   価 

100 ～ 90 点      ＡＡ 

   89 ～ 80 点           Ａ 

   79 ～ 70 点        Ｂ 

   69 ～ 60 点        Ｃ 

   59 ～  0 点 Ｄ（不合格） 
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     第７章 検定料、授業料、入学金、その他の費用 

   （入学検定料） 

第３4 条 入学志願者は、別表４に定める入学検定料を納付しなければならない。 

  （入学金・授業料等の納入） 

第３５条 入学金、授業料、施設費、実習費及び教育充実費は、別表４に定める額を納入

しなければならない。 

２ 授業料は次の２期に分けて納入するものとする。ただし特別の事情があると認められる

者は、延納願の提出により延納を認めることがある。 

    前期納入   ４月 

    後期納入  １０月 

  （納入した授業料等） 

第３６条 既納の授業料、入学検定料、入学金及びその他の学費は、理由の如何を問わ

ず返還しない。 

  （休学期間の授業料） 

第３７条 休学を許可された者は、休学期間中の授業料は半額を免除する。 

  （退学及び停学の場合の授業料） 

第３８条 学年の途中で退学又は除籍された者の当該期間分の授業料は徴収する。 

２ 停学期間中の授業料は徴収する。 

  （学年の途中で卒業する場合の授業料） 

第３９条 学年の途中で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの期間迄の授業料を納

付するものとする。 

  （奨学金） 

第４０条 奨学金に関する規程は別にこれを定める。 

 

     第８章 職員組織及び職務 

   （職員組織） 

第４１条 本学に学長、教授、准教授、講師又は助教、助手、事務職員、その他の職員を

置く。 

２ 学長は校務を掌り所属職員を統督する。 

３ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及

び実績を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事す

る。 

４ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び

実績を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 
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５ 講師は、教授又は准教授に准ずる職務に従事する。 

６ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力を有するもので

あって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

７ 助手は、その所属する組織において教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事す

る。 

８ 事務職員は事務に従事する。 

 

     第９章 教 授 会 

   （教授会） 

第４２条 本学に重要な事項を審議するため教授会を置く。 

  （教授会の講成） 

第４３条 教授会は教授をもって組織する。教授会で必要と認めたときは、准教授、講師ま

たは助教、その他の職員を加えることができる。 

２ 前項の教授会に関する規程は、別に定める。 

 

     第１０章 科目等履修生・特別聴講生・外国人留学生・委託生 

    （科目等履修生） 

第４４条 本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限

りにおいて、科目等履修生として履修を許可することがある。 

２ 科目等履修生には、本学学則第３１条、第３２条の規定を準用して単位を与えることが

できる。 

３ 科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。 

  （特別聴講生） 

第４５条 本学は他の短期大学又は大学（外国の短期大学又は大学を含む）との協議によ

り、当該短期大学等の学生に特別聴講生として本学の授業科目を履修させることができ

る。 

２ 本学は、教育目的を達するに必要と認めたときは、学生に他の短期大学又は大学にお

いて特別聴講生として科目を履修することを認め、当該短期大学又は大学において修

得した単位は３０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができ

る。 

３ 特別聴講生に関して必要な事項は、別に定める。 

  （外国人留学生） 

第４６条 外国人で、短期大学等において教育をうける目的をもって入国し、本学に入学を

志願する者があるときは、選考の上外国人留学生として入学を許可することがある。 



２ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

  （委託生） 

第４７条 公共機関その他から委託生としての入学の申し出のあるときは、本学の教育、研

究に支障のない限り、選考のうえ、教授会の議を経て、委託生として入学を認めることが

ある。 

２ 委託生に関する事項は、別に定める。 

 

     第１１章 附属施設及び学生寮 

   （附属施設） 

第４８条 本学に敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンターを置く。 

２ 前項の附属施設に関する事項は、別に定める。 

  （学生寮） 

第４９条 本学に学生寮を置くことができる。 

２ 学生寮に関する規定は、別に定める学寮の寮則による。 

 

         第１２章 賞   罰 

   （褒賞） 

第５０条 学生の褒賞に関する規程は、別に定める。 

  （罰則） 

第５１条 学生がその本分に違反した場合に、学長は教授会の議を経て懲戒を行う。 

２ 懲戒の種類は、戒告、停学、退学とする。 

３ 前項の退学については、次の各号の１に該当する者についてのみ行うものとする。 

 一 性行不良にして、改善の見込みのないと認めた者。 

 二 その他、学生の本分に違反し、情状が著しく重いと認めた者。 

 

     第１３章 公 開 講 座 

   （公開講座） 

第５２条 地域社会の教養を高め地域社会文化の向上に資するため、本学に公開講座を

開設することができる。 

２ 公開講座に関する規程は、別に定める。 

 

 附  則 

  １．この学則は、昭和２５年４月１日から施行する。 

 附  則 
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  １．この学則は、昭和２７年４月１日から施行する。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和３７年４月１日から施行する。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和４２年４月１日から施行する。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和４３年４月１日から施行する。 

  ２．昭和４２年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和４４年４月１日から施行する。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和４６年４月１日から施行する。 

  ２．昭和４５年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 

 附  則 

  １．この学則は、昭和４７年４月１日から施行する。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

  ２．昭和４７年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

  ２．昭和４８年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

  ２．昭和４９年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和５１年４月１日から施行する。 

  ２．昭和５０年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

  ２．昭和５１年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

  ２．昭和５２年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 
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 附  則 

  １．この学則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

  ２．昭和５３年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

  ２．学則中第２１条、第２３条、については、昭和５４度以前に入学した者は、なお従前の

例による。 

 附  則 

  １．この学則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

  ２．学則中第２１条、第２３条、については、昭和５５年度以前に入学した者は、な 

お従前の例による。 

 附   則 

   １．この学則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

 附    則 

   １．この学則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

 附    則 

   １．この学則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

 附    則 

   １．この学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

 附    則 

   １．この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

 附    則 

   １．この学則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

      ただし、昭和６２年度総定員は第４条の規定にかかわらず次のとおりとする。 

      昭和６２年度  ２５０名 

 附     則 

   １．この学則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

 附    則 

   １．この学則は、平成元年４月１日から施行する。 

 附    則 

   １．この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

     ただし、平成２年度総定員は第４条の規定にかかわらず次のとおりとする。 

     平成２年度   ４５０名 

   ２．学則中第２１条、第２３条、については平成元年以前に入学した者は、なお従前の
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例による。 

 附    則 

   １．この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

   ２．ただし、学則第４条に規定する国際教養科の入学定員は第４条の規定にかかわら

ず、平成１１年までの間は、次のとおりとする。 

 

     年 度 

 区 分 

   平 成 ４ 年 度 
  平 成 ５ 年 度～ 

     平 成 10 年 度

   平 成 11 年 度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

 国際教養科 ２００名 ３５０名 ２００名 ４００名 ２００名 ３５０名 

 附   則 

   １．この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

   ２．学則中第２７条について、平成４年度以前に入学した者は、なお従前の例による｡ 

 附   則 

   １．この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

  附   則 

   １．この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

  附   則 

１． この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

附   則 

  １．この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

   ２．第４条の規程にかかわらず、国際教養科は平成１０年３月３１日に在籍する学生がいなくなるまで

存続するものとする。 

     この場合、国際教養科の入学定員は次のとおりとする。 

 

     年 度 

 区 分 
     平成９年度 

 入学定員  収容定員

国際教養科  
２００名 

 

  附   則 

   １．この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

   ２．学則中第２７条について、平成９年度以前に入学した者は、なお従前の例による。  

附   則 
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   １．この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

  附  則 

    １．この学則は、平成１２年２月１５日から施行する。 

  附  則 

    １．この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

    ２．学則中第２７条について、平成１１年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

  附  則 

    １．この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

    ２．学則中第２７条について、平成１２年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

  附  則 

１．この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２．学則中第２７条について、平成１３年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

附 則 

１． この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２． 学則中第２７条について、平成１４年度以前に入学した者は、なお従前の例によ

る。 

附 則 

１． この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２． 学則中第２７条について、平成１５年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

附 則 
１． この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２． 学則中第２７条について、平成１６年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

３． 学則中第３２条について、平成１６年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

附 則 
１． 学則中第２２条については、平成１７年１２月１日から施行する。  

附 則   
１． この学則は、平成１8 年４月１日から施行する。 

２． 学則中第２７条について、平成１７年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

３． 学則中第３２条について、平成１７年度以前に入学した者は、なお従前の例による。 

附 則 
 １．この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附 則 
１．この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
１．この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 
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附 則 
１．この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
１．この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（初等教育科）

授　業 開講 卒　業

科目の 要件の

区分等 単位 １年 ２年 １年 ２年 単位数

倫 理 学 2

現 代 子 ど も 学 Ⅰ 2 2

現 代 子 ど も 学 Ⅱ 2 2

数 学 入 門 2

日 本 国 憲 法 2 2
12

情 報 処 理 2 2

英 語 Ⅰ 2 2

英 語 Ⅱ 2 2

基 礎 体 育 講 義 1 1

基 礎 体 育 実 技 1 1

ボ ラ ン テ ィ ア 介 護 論 2 2

小　　　　　　　　計 20

国 語 （ 書 写 含 む ） 2 2

社 会 2 2

算 数 2 2

理 科 2 2

生 活 2 2

音 楽 2 2

音 楽 （ 器 楽 Ⅰ ） 2 2

音 楽 （ 器 楽 Ⅱ ） 2 2

図 画 工 作 2 2

家 庭 2 2

体 育 2 2

小　　　　　　　　計 22

初 等 教 育 教 師 論 2 2 ＊小免取得者は、初等教育教師論を修得しなければならない

幼 児 教 育 教 師 論 2 2 ＊幼免取得者は、幼児教育教師論を修得しなければならない

教 育 原 理 2 2

教 育 心 理 学 2 2

保 育 の 心 理 学 Ⅰ 2 2

教 育 制 度 2 2

保 育 原 理 Ⅰ 2 2

教　　育　　課　　程

別表Ⅰ（第30条関係）

授　業　科　目

開講年次・配当（単位）

履　修　方　法　必　修 　選　択

基
　
　
礎
　
　
科
　
　
目

2

2

＊小免取得者は、英語Ⅱ・ボランティア介護
論（介護体験含む）を修得しなければならな
い。

12 8

＊海外語学研修は、英語Ⅱの単位として認定
する。

＊必修7科目を含み12単位以上を修得しなけ
ればならない。

教
科
に
関
す
る
科
目

＊小免取得者は、6科目以上（必修2科目を含
む）について、それぞれ2単位以上修得しな
ければならない。

＊幼免取得者は、4科目以上（必修2科目及び
図画工作、音楽「器楽Ⅰ」を含む）につい
て、それぞれ2単位以上修得しなければなら
ない。

4 18

第二欄

教
職
に
関
す
る
科
目 第三欄

＊必修3科目6単位以上を修得しなければなら
ない。
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（初等教育科）

授　業 開講 卒　業

科目の 要件の

区分等 単位 １年 ２年 １年 ２年 単位数

教 育 課 程 論 2 2

国 語 教 育 法 （ 書 写 含 む ） 2 2

社 会 教 育 法 2 2

算 数 教 育 法 2 2

理 科 教 育 法 2 2

生 活 教 育 法 2 2

音 楽 教 育 法 2 2

図 工 教 育 法 2 2

家 庭 教 育 法 2 2

体 育 教 育 法 2 2

道 徳 教 育 の 研 究 2 2

特 別 活 動 の 研 究 2 2

教 育 方 法 2 2

保 育 内 容 総 論 2 2

保 育 内 容 の 研 究 （ 健 康 ） 2 2

保 育 内 容 の 研 究 （ 言 葉 ） 2 2

保 育 内 容 の 研 究 （ 人 間 関 係 ） 2 2

保 育 内 容 の 研 究 （ 環 境 ） 2 2

保 育 内 容 の 研 究 （ 音 楽 表 現 ） 2 2

障 害 児 保 育 2 2

生 徒 指 導 法 2 2

教育相談（カウンセリング含む） 2 2

幼 児 指 導 法 2 2

教 育 実 習 Ⅰ 2 1 1

教 育 実 習 Ⅱ 4 4

保 育 ・ 教 職 実 践 演 習 （ 幼 稚 園 ） 2 2

教 職 実 践 演 習 （ 小 学 校 ） 2 2

小　　　　　　　　計 70

112 64

別表Ⅰ（第30条関係）

　　　　　合　　　　　　　　　計 28 84

教
職
に
関
す
る
科
目

第四欄

＊小免取得者は、必修3科目と道徳教育の研
究、特別活動の研究、生徒指導法を修得する
ことと、6科目以上の教科教育法に関する科
目（音楽、図工、体育のうち2科目以上を含
む）について、それぞれ2単位以上を修得し
なければならない。

授　業　科　目

52

＊幼免取得者は、必修3科目と保育内容総
論、幼児指導法を修得することと、保育内容
の研究に関する科目のうち5科目（健康、言
葉、人間関係、環境、音楽表現）を修得しな
ければならない。

第六欄

＊小・幼免取得者は、いずれか1科目2単位を
修得しなければならない。

12 58

第五欄

＊小・幼免取得者は、2科目6単位を修得しな
ければならない。

開講年次・配当（単位）

履　修　方　法　必　修 　選　択

教　　育　　課　　程
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別表2-1（第30条関係）

 

 授業  授業 備　　　　　　　考

形態 形態 必修 選択 計 （変更内容の概要等）

保育原理 講義 2 保育原理Ⅰ 講義 2 2

教育原理 講義 2 教育原理 講義 2 2

児童家庭福祉 講義 2 児童家庭福祉 講義 2 2

社会福祉 講義 2 社会福祉 講義 2 2

相談援助 演習 1 相談援助 演習 1 1

社会的養護 講義 2 社会的養護 講義 2 2

保育者論 講義 2 保育者論 講義 2 2

保育の心理学Ⅰ 講義 2 保育の心理学Ⅰ 講義 2 2

保育の心理学Ⅱ 演習 1 保育の心理学Ⅱ 演習 1 1

子どもの保健Ⅰ 講義 4 子どもの保健Ⅰ 講義 4 4

子どもの保健Ⅱ 演習 1 子どもの保健Ⅱ 演習 1 1

子どもの食と栄養 演習 2 子どもの食と栄養 演習 2 2

家庭支援論 講義 2 家庭支援論 講義 2 2

保育課程論 講義 2 保育課程論 講義 2 2

保育内容総論 演習 1 保育内容総論 演習 2 2

保育内容演習 演習 5 保育内容の研究（健康） 演習 2 2

保育内容の研究（言葉） 演習 2 2

保育内容の研究（人間関係） 演習 2 2

保育内容の研究（環境） 演習 2 2

保育内容の研究（音楽表現） 演習 2 2

乳児保育 演習 2 乳児保育 演習 2 2

障害児保育 演習 2 障害児保育 演習 2 2

社会的養護内容 演習 1 社会的養護内容Ⅰ 演習 1 1

保育相談支援 演習 1 保育相談支援 演習 1 1

保育の表現技術 演習 4 図画工作 演習 2 2

音楽（器楽Ⅰ） 演習 2 2

体育 演習 2 2

保育実習Ⅰ 実習 4 保育実習Ⅰ（保育所） 実習 2 2

保育実習Ⅰ（施設） 実習 2 2

保育実習指導Ⅰ 演習 2 保育実習指導Ⅰ（保育所） 演習 1 1

保育実習指導Ⅰ（施設） 演習 1 1

59 59

当該養成施設における教科の開設状況等（新）

教科目系列

５1単位

保育実践演習 演習
総合
演習

単 位 数

保
育
の

表

現
技
術

合　　　計

保育士養成課程（必修科目）

保育
実習

左に対応して開設されている教科目

2

保
育
の

対
象
の
理

解
に
関

す
る
科
目

保
育
の

内
容
・
方

法
に
関

す
る
科
目

告示による教科目

保
育
の

本
質
・
目

的
に
関

す
る
科
目

2

単位数

2 保育・教職実践演習（幼稚園）

　５９単位（≧５１単位）

演習
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別表2-2（第30条関係）

 

 授業  授業 備　　　　　　　考

形態 形態 必修 選択 計 （変更内容の概要等）

幼児教育教師論 講義 2 2

保育原理Ⅱ（指導計画案の作成） 講義 2 2

保育原理Ⅲ（保育所保育指針の解説） 講義 2 2

教育相談（カウンセリング含む） 講義 2 2

15 児童文化Ⅰ 講義 2 2

児童文化Ⅱ 講義 2 2

単 　　必修３科目６単位と選択科目

　　から５科目[音楽（器楽Ⅱ）

位 　　２単位を含む]１０単位以上、

　　合わせて１６単位以上修得し

以 幼児指導法 講義 2 2 　　なければならない。

社会的養護内容Ⅱ（生活環境等） 講義 2 2

上 社会的養護内容Ⅲ（心身の障がい等） 講義 2 2

在宅保育 講義 2 2

   

音楽（器楽Ⅱ） 演習 2 2

リトミック 演習 2 2

保育実習Ⅱ 実習 2 保育実習Ⅱ（保育所） 実習 2 2

保育実習指導Ⅱ 演習 1 保育実習指導Ⅱ 演習 1 1

保育実習Ⅲ 実習 2 保育実習Ⅲ（施設） 実習 2 2

保育実習指導Ⅲ 演習 1 保育実習指導Ⅲ 演習 1 1

6 24 30

教科目系列

保
育
の

対
象
の
理
解

に
関

す
る
科
目

告示による教科目

保育士養成課程（選択必修科目）

左に対応して開設されている教科目単位数
単 位 数

保
育
の

本
質
・
目

的
に
関

す
る
科
目

当該養成施設における教科の開設状況等（新）

　　　保育実習Ⅱ・保育実習指導Ⅱ
      および保育実習Ⅲ・保育実習
      指導Ⅲのいずれか２科目３単
      位を選択必修とする。

保
育
の

表

現
技
術

各指定保育士養

　　　　３０単位（≧１８単位）
合　　　計 １８単位以上

設定　　　　　
保
育
の

内
容
・
方
法

の
に
関

す
る
科
目

保育
実習

　成施設において
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別表2-3（第30条関係）

 

 授業  授業 備　　　　　　　考

形態 形態 必修 選択 計 （変更内容の概要等）

倫理学 講義 2 2

現代子ども学Ⅰ 講義 2 2

現代子ども学Ⅱ 講義 2 2

数学入門 講義 2 2

日本国憲法 講義 2 2

情報処理 演習 2 2

外国語、体育 不問 ６以上 ボランティア介護論 演習 2 2

以外の科目

外国語 演習 ２以上 英語Ⅰ 演習 2 2

英語Ⅱ 演習 2 2

体　育 講義 1 基礎体育講義 講義 1 1

実技 1 基礎体育実技 実技 1 1

12 8 20

左に対応して開設されている教科目単位数教科目系列

１０単位以上

単 位 数

合　　　計

教
　
　

　
養
　
　
　
科
　

　
　
目

２０単位（≧１０単位）

保育士養成課程（基礎科目）

告示による教科目 当該養成施設における教科の開設状況等（新）
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　１年 　２年 　１年 　２年

学 校 経 営 と 学 校 図 書 館 2 ＊学校図書館司書教諭資格取得者は、

学校図書館メディアの 構成 2 　　必修５科目１０単位を修得することと、

学 習 指 導 と 学 校 図 書 館 2 　　小学校教諭二種免許状を取得する

読 書 と 豊 か な 人 間 性 2 　　こと。

情 報 メ デ ィ ア の 活 用 2

2

2

学
校
図
書
館
司
書
教
諭

2

2

2

　　　　備　　　　　　　　　　　考

開講年次・配当（単位）

　科　　　　目　　　　名　

学校図書館司書教諭資格課程

　　別表3（第30条関係）

授業
科目
の区
分等

　必　修 　選　択
開講
単位
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入 学 検 定 料 及 び入 学 金 等 

 
別表４（第３4 条、第３5 条関係） 

学  科 

項  目 
初 等 教 育 科 備     考 

入 学 検 定 料 

入 学 金 

授 業 料 

施 設 費 

教 育 実 習 費 

保 育 実 習 費 

教 育 充 実 費 

３０，０００円 

３６０，０００円 

６５０，０００円 

２１６，０００円 

４０，０００円 

６０，０００円 

３０，０００円 

 

初年次のみ 

（年額） 

（年額） 

初年次のみ 

初年次のみ（保育士） 

初年次のみ 

備考 

 

1. 授業料は、２回〔前期（４月）〕・〔後期（１０月）〕分割制とする。 

2. 入学金、施設費、実習費、教育充実費は、指定された期日までに納めること。 

3. 第 34 条、第 35 条にかかわらず、試験入学者（推薦入学者を除く）で指定の期日まで

に入学の辞退を申し出た者には、入学検定料、入学金を除く納入金を返還する。 
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